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令和 2 年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業（精神障害分野）） 

医療観察法の制度対象者の治療・支援体制の整備のための研究 

 分担研究報告書 

 

通院医療の実態を把握するための体制構築に関する研究 

 

研究分担者 大鶴 卓  国立病院機構琉球病院 

 

研究要旨： 

本研究は通院処遇の実態を安定的かつ継続的に把握・検証することで医療水準を向上させること

を目的とした通院データベースシステム構築に関する提言を行うことを目指し研究を進めた。 

通院処遇の実態調査研究は 664 の指定通院医療機関に一次調査アンケートを送付し 427 機関

（64%）より回答を得た。対応が難しい対象者がいると感じている機関は 120（47%）であり、約半数

が通院処遇対象者の対応に困難さを感じていた。その理由として病状の不安定さ、精神保健福祉法

入院が多かったが、暴力行為、医療の不遵守、アルコール・薬物問題、金銭管理、生活能力・ADL 低

下などの回答も多かった。 

二次調査の結果も含めると、対応が難しい例は、通院処遇が 3 年を超える群、問題行動を認める

群、自殺・自殺企図群であると考えられた。また、環境要因より個人に起因する要因の影響をより

強く受けていると考えられた。 

今後は、対応が難しい例のより詳細な分析、対応方法について検討を進める必要がある。また、

回収率を上げるために、調査方法、調査内容、研究協力施設の再検討や絞り込みが必要と考える。 

令和 2 年度より処遇終了者の予後調査研究を開始した。沖縄県、島根県の 82 例を対象とし処遇終

了後最長 5年間追跡し、高い回収率であった。処遇終了後は時間経過とともに通院頻度、訪問看

護、デイケア、ケア会議は減少していたが、就労支援サービス、一般就労の割合は増加していた。

処遇終了後は、指定通院医療機関の精神保健福祉士が主となりコーディネートを引き継いでいた。

全ての問題行動を合わせると全期間で 78 件 29 名、処遇中 40 件 22名、処遇終了後 38 件 19 名であ

り、問題行動の発生については処遇終了前後で、有意な変化はなかった。全期間において再他害行

為、再入院例は認めなかった。処遇終了後の医療・ケアは医療機関が軸となり、危機回避を目的と

した入院、クライシスプランを活用した多職種・多機関連携が処遇終了後も継ぎ目なく行われてい

る一方で、リスクマネジメントから、金銭管理や物質使用などの生活支援や就労支援を主とした地

域定着支援に支援が変化していると考えられた。処遇終了後に継続される生活支援や就労支援が、

直接的ではないがリスクを低減する可能性が考えられた。 
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研究協力者（順不同、敬称略）  

久保彩子   国立病院機構  琉球病院  

前上里泰史  同上  

諸見秀太   同上  

知花浩也   同上  

高尾  碧   島根県立こころの医療セ

ンター  

野木  渡   浜寺病院  

櫻木章司   桜木病院  

小澤篤嗣   神奈川県立精神医療セン  

ター  

長谷川直実  大通公園メンタルクリニ  

ック  

 竹田康二   国立精神・神経医療研究

センター病院  

 

Ａ．研究目的  

医療観察法が施行され 15 年が経過し、医

療観察法医療の実態を安定的かつ定期的に

実態把握するために、平成 27 年度から医療

観察法重度精神疾患標準的治療法確立事業

（入院データベース事業）が始まり、全国

の指定入院医療機関のネットワークを通じ

て収集されたデータを分析し、入院処遇の

実態把握が可能となった。しかし、通院処

遇においては、入院処遇のようなデータベ

ース事業は行われておらず、研究班による

実態調査に頼っているため、通院処遇の実

態が継続的に把握できず、その効果を検証

できていない課題がある。本研究は通院処

遇の実態を把握し、その医療水準を向上さ

せ、通院データベースシステム構築に関す

る提言を行うことを目的としている。  

平成 30 年度、平成 31 年度は大鶴分担班

会議等で通院医療に携わる各種医療関係の

団体や協会の関係者からの意見聴取をもと

に、全国の指定通院医療機関に医療状況及

び通院対象者の予後の実態を把握する調査

研究を行った。令和 2 年度は、これまでの

調査の継続に加え、通院処遇期間が 3 年を

超える等の対応が難しい例の検討を進めた。 

また、通院処遇（以下、処遇とする）が

終了したあとの、対象者の医療や支援の状

況についての調査はない。令和 2 年度は対

象者の医療観察法通院処遇が終了すること

により指定通院医療機関や地域関係機関が

提供する医療およびケアの質・量の変化と

ともに対象者に生じている課題を探る目的

で、処遇が終了した対象者の予後調査研究

も並行して行った。  

 

Ｂ．研究方法  

1．調査対象  

令和 2 年度の通院処遇の実態調査研究は

2 つの調査から成り立つ。1 つ目の調査は指

定通院医療機関の医療状況調査（以下、一

次調査）、2 つ目の調査は、通院処遇対象者

の予後調査（以下、二次調査）である。  

一次調査は、令和 2 年 4 月 1 日時点で通

院指定を受けている全国の指定通院医療機

関 664 施設を対象とした。  

二次調査は、一次調査の回答を得た施設

の中で、令和元年 7 月 16 日から令和 2 年 7

月 15 日の期間内に通院対象者がいる 258

施設を対象とした。なお、研究協力者から

対象者に直接文書を用いて趣旨を説明し、

本人から文書にて同意を得た。  

 処遇終了者の予後調査研究は、 2005 年 7

月 15 日～2020 年 7 月 15 日まで、沖縄県お

よび島根県内の指定通院医療機関で医療観

察法による処遇を受け、かつ処遇を終了し

たのち同じ医療機関で引き続き治療を受け

ている医療観察法処遇終了者（以下、処遇

終了者とする）を対象者とした。研究対象

者に対しては「人を対象とする医学系研究

に関する倫理指針」に基づき、情報公開と

オプトアウトを行った。  
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2．データ収集方法  

通院処遇の実態調査研究の一次調査は、

医療観察法通院医療に関するアンケート

（表 1）を郵送で送付し、通院医療を担っ

ている担当者（主に精神保健福祉士）に記

入を依頼し、郵送にて回収した。  

二次調査は、通院医療予後シート（表 2）

を郵送で送付し、対象者の担当チームスタ

ッフに記入を依頼した。なお、共通評価項

目の評定は、毎月作成している通院医療評

価シートの直近の評定を転記することとし

た。対象者が特定されないように各指定通

院医療機関の研究協力者は、対象者の氏名

を削除し、匿名化したうえで記入した予後

調査シートをレターパックによって回収し

た。  

処遇終了者の予後調査研究は、通院処遇

を行っている指定通院医療機関（沖縄県内

15 施設、島根県内 8 施設）の医療者に対し

郵送にて医療観察法通院処遇から処遇終了

後の医療及びケア体制に関するアンケート

（表 3）を送付し、通院処遇担当者に同意

を得て記入を依頼し、郵送にて回収した。  

 

3．調査期間と内容  

 通院処遇の実態調査研究は、全国の指定

通院医療機関に、令和元年 7 月 16 日から

令和 2 年 7 月 15 日までの期間の通院処遇

対象者について、一次調査表（表 1）、及び

二次調査表（表 2）を送付し、回収し、結果

を解析した。  

 処遇終了者の予後研究は、各対象者の処

遇開始時・処遇終了時および通院処遇終了

後各年度毎に分けて、各々の処遇終了者の

医療・ケアの状況の変化について調査（表

3）を行い、調査対象期間は最長で処遇終了

後 5 年までとした。  

 

4．解析方法  

 収集されたデータを SPSS○R を用いて統計

解析を行った  

 

5．倫理的配慮  

本研究は、琉球病院臨床研究倫理審査委

員会の承認を受けて実施した。通院処遇の

予後調査研究は、日本精神科病院協会倫理

会議審査の承認も得て実施した。  

  

Ｃ．研究結果  

1．一次調査  

 664 の指定通院医療機関に一次調査アン

ケートを送付し回収できたのは 427 機関

（64%）であった。令和元年 7 月 16 日から

令和 2 年 7 月 15 日に対象者を受け入れて

いた機関は 258、受入れていない機関は 169

であった。 258 機関で受入れている通院処

遇対象者総数は 527 名、直接通院対象者が

いる機関と人数は 89 機関 124 名、通院処

遇が 3 年を超えた対象者がいる機関は 19

（7%）、対応が難しい対象者がいると感じて

いる機関は 120（47%）であった。  

 通院処遇期間が 3 年を超えた理由（図 1）

で最も多かったものは、病状が安定しない

が 13 名、精神保健福祉法入院を繰り返すも

しくは長期入院が 8 名であった。対応が難

しい対象者の内容（図 2）は病状が安定し

ない 52 名、その他 36 名、精神保健福祉法

入院を繰り返すもしくは長期入院 34 名が

多かったが、暴力行為、医療の不遵守、ア

ルコール・薬物問題、家族の非協力的、金

銭管理、生活能力・ ADL 低下の項目もそれ

ぞれ 10～20 名前後回答しており、対応が難

しい対象の内容は多岐に渡っていた。  

 

2．二次調査  

 一次調査で通院処遇対象者がいると回答

した 258 医療機関に調査票を送付し、二次

調査票の回収数は 143 であった。通院処遇
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対象者 143 例の処遇経過を図 3 で示す。  

基本属性について、性別は男性 113 名、

女性 30名、平均年齢は 49.1歳（±12.6s.d、

中央値 49 歳、範囲 26～78 歳）、医療観察法

処遇形態は、移行通院（入院処遇から通院

処遇へ移行）124 例、直接通院（入院処遇を

経ず通院処遇を開始）19 例であった。対象

行為は、殺人・殺人未遂 35 例（24%）、傷害

68 例（48%）、放火 26 例（18%）、強盗 7 例

（5%）、強制わいせつ 5 例（3%）、強制性交

等 1 例（1%）で傷害、放火、殺人・殺人未

遂の 3 罪種で 9 割を占めた。診断名では、

「F0」1 例、「F1」9 例、「F2」110 例、「F3」

17 例、「F6」1 例、「F8」2 名、不明 3 例で

あり、F2 が 77%を占めていた。令和 2 年 7

月 15 日で通院処遇継続中の対象者は 99 例

（69%）、通院処遇終了は 44 例（31%）であ

った。通院処遇を終了した理由は、期間満

期終了 27例、本法による医療が不要 11例、

死亡 2 例、その他 4 例であった。死亡例を

除く通院処遇終時の通院対象者の医療状況

は精神保健福祉法入院が 3 例、精神保健福

祉法通院 39 例であり、通院処遇終了時に全

例が精神保健福祉法上で医療を受けていた。 

 調査期間中に直接通院となった対象者

は、19 名集積できた。対象行為が放火 8 例

（42%）、傷害 6 例（32%）、殺人 4 例（21%）、

強盗 1 例（ 5%）であった。主診断は統合失

調症圏 11 例（58%）、気分障害圏 6 例（32%）

であり、副診断は１例に認めた。再他害行

為、自殺・自殺企図歴、問題行動は認めな

かった。精神保健福祉法入院は 4 例（21%）

に認めた。  

通院処遇が 3 年を超えて継続している対

象者は 8 例集積できた（表 4）。対象行為が

傷害 5 例（63%）、殺人 2 例（25%）、放火 1

例（13%）であった。主診断は統合失調症が

ほとんどであり、副診断は１例に認めた。

再他害行為、自殺・自殺企図歴はともに認

めなかった。問題行動は 3 例（38%）に暴力、

医療の不遵守、性的逸脱などを認めた。精

神保健福祉法入院は 6 例（75%）に認めた。 

 問題行動を認めた対象者は 13 例集積で

きた（表 5）。対象行為が放火 5 例（38%）、

傷害 4 例（31%）、殺人 3 例（23%）、強盗 1

例（8%）であった。主診断は F2圏 8例（62%）、

F1 圏 2 例（15%）、F3 圏 2 例（ 15%）で、副

診断は 13 例中 7 例（ 54%）に認めた。通院

処遇延長は 1 例であった。再他害行為は認

めなかった。自殺・自殺企図例は 3 例（23%）

認めた。全例に問題行動を認めており、そ

の種類は様々な暴力 6 例（46%）、医療の不

遵守 5 例（ 38%）、性的逸脱行為 2 例（15%）

が多かった。精神保健福祉法入院は 9 例

（69%）に認めた。  

 自殺・自殺企図を認めた事例は 5 例であ

った（表 6）。対象行為は放火が 5 例中 4 例

（80%）であり、主診断は 4 例（ 80%）が F2

圏であった。死亡例は 1 例（20%）であり、

再他害行為は認めなかった。問題行動は 3

例（60%）に認め、医療の不遵守 2 例が最も

多かった。精神保健福祉法入院は 3 例（60%）

に認めた。  

 共通評価項目は、直接通院群 18 例、問題

行動等群 26 例（ 3 年を超えて通院処遇 8 例、

問題行動 13 例、自殺･自殺企図 5 例）、その

他（いずれにも属さない群）98 例の 3 群に

分け、各群の共通評価項目点数についてカ

イ二乗検定を行った（表 7、表 8）。疾病治

療のカテゴリーでは問題行動等の群は、 2

点評価が多く、0 点評価が少ない傾向を認

めた。セルフコントロールのカテゴリーで

は、問題行動等の群は、2 点評価が多く、0

点評価が少ない傾向を認めた。その他群は

2 点評価が少なく、0 点評価が多い傾向を認

めた。治療影響要因のカテゴリーは、問題

行動等の群は、2 点および 1 点評価が多く、

0 点評価が少ない傾向を認めた。その他群
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は 2 点評価が少なく、 0 点評価が多い傾向

を認めた。退院地環境要因は治療･ケアの継

続性のみ問題行動等群は 2 点評価が多く、

0 点評価が少ない傾向を認めた。  

 

3．処遇終了者の予後調査研究  

1）社会学的特性、精神科診断（表 9）  

本研究対象条件を満たし、研究対象とな

った対象者は、合計 82 名（男性 67 名、女

性 15 名）であった。処遇終了時の年代別で

は、男女とも 40 歳代をピークとしていた。

対象行為では、殺人・殺人未遂 18 名（22.0%）、

傷害 37 名（45.1%）、放火 20 名（24.4%）、

強制わいせつ 5名（6.1%）、強盗 2名（2.4%）、

強制性交等 0 名であった。  

処 遇 開 始 状 況 は 、 直 接 通 院 が 13 名

（15.9%）、移行通院が 69 名（84.1%）であ

った。処遇終了の形態は満期終了が 47 名

（62.7%）、早期終了が 27 名（36.0%）、延長

終了が 1 名（1.3%）であった。  

精神科主診断は、 F2 が 74 名と最も多く

を占め、主診断が F2 の対象者のうち、副診

断として F7 合併が 13 名、F1 合併が 5 名、

F8 合併が 1 名であった。  

 

2）処遇終了後の支援・生活状況（表 10）  

各期間の支援や生活状況については表

10 にまとめた。  

 通院頻度は、処遇開始時は月 2 回以上～

4 回未満が 41.5%、月 4 回以上が 37.8%と多

かったが、処遇終了 5 年後には、月 1 回以

上～ 2 回未満が最も多く 50%を占め、処遇終

了後に有意に減少していた。各期間に精神

保健福祉法の入院があった対象者は、処遇

開始時で 31.7%と最も多く、その後は徐々

に減ったが、処遇終了 5 年後には 31.3%と

増加していた。通院処遇開始時に調整入院

が行われた対象者は 82 名中 9 名であった。 

 支援の内容は、訪問型支援と通所型支援

に分け、それらをさらに医療機関によるも

のとその他関係機関によるものに分けて調

査した。 

訪問型支援では、各期間で訪問看護の利

用が最も多く、処遇終了後減少していたが、

最も少なかった処遇終了 3 年後でも 53.2%

を占めていた。一方で、行政職員の訪問に

ついては、処遇開始時の 54.7%から処遇終

了 5 年後に 3.1%と大きく減少した。  

通所型支援では、デイケアの利用が全期

間で最も多くを占めたが、処遇終了 5 年後

には 31.3%まで減少した。一方で、就労支

援サービスの利用は、処遇終了後に緩やか

に増え、処遇終了 3 年後には最も多い 38.3%

を占めた。一般就労に従事した対象者は、

処遇終了後に減少することはなく、処遇終

了 5 年後は 18.8%と一定の割合を維持した。 

ケア会議（又はそれに準ずる会議）を開

催している対象者は、処遇開始中は 90%以

上が開催を維持していたが、処遇終了 1 年

後に 38.5%と大きく減少しており、開催頻

度は処遇終了後に有意に減少した。  

モニタリングシートの活用は処遇終了後

に有意に減少したが、クライシスプランの

活用は有意な変化はなかった。  

処遇終了時に社会復帰調整官のコーディ

ネーターとしての役割を引き継いだ機関

（表 11）は、指定通院医療機関が最も多く

31 名 41.3%であった。さらに指定通院医療

機関内でどの職種がその役割を担うか（複

数回答可）については、精神保健福祉士が

21 名 54%が最も多く、ついで看護師が 8 名

21%、医師が 6 名 15%であった。  

 

3）問題行動および転帰（表 12）  

問題行動および転帰について表 12 にま

とめた。全期間で重大な他害行為の発生は

なかった。全期間で、通院不遵守は 12 件 9

名、服薬不遵守は 22 件 12 名、性的逸脱行
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為は 4 件 3 名、自殺既遂は 3 件 3 名、自殺

未遂は 3 件 3 名、自傷は 6 件 3 名であった。

その他の問題行動含めすべての問題行動を

合わせると全期間で 78 件 29 名、処遇中 40

件 22 名、処遇後 38 件 19 名であった。医療

不遵守やその他の問題行動の発生について

は処遇終了前後で、有意な変化はなかった。 

「問題行動の回数」「精神保健福祉法によ

る入院回数」「ケア会議（準ずるもの含む）

実施回数」「訪問看護回数」「通所・就労回

数」について相関を求めた結果（表 13）、

「訪問看護回数」と「通所・就労回数」の

相関係数が 0.642 であり、相関が認められ

た。また、「問題行動回数」と「入院回数」

の相関係数が 0.394、および「ケア会議実

施回数」と「訪問看護回数」の相関係数が

0.378、「ケア会議実施回数」と「通所・就

労回数」の相関係数が 0.407 であり、弱い

相関が認められた。  

問題行動に影響を与えている因子を探る

ために、「問題行動回数」を従属変数、「性

別」「対象行為」「薬物療法の種類、内服・

抗精神病薬持効性注射剤（以下、 LAI）・ク

ロザピン（以下、CLZ）」「精神保健福祉法に

よる入院回数」「ケア会議（準ずるもの含む）

実施回数」「訪問看護回数」「通所・就労回

数」を独立変数とし、回帰分析を行った（表

14）。その結果、「薬物治療の種類（内服・

LAI・CLZ）」および「精神保健福祉法による

入院回数」が有意に影響することがわかっ

た。  

転帰について、処遇終了時に指定通院医

療機関で精神保健福祉法の通院医療を継続

する対象者が 80%を占めた。また処遇終了

時に精神保健福祉法の入院をしていたもの

は 9 名であった。  

全期間で、事故による死亡が 2 名、病死

による死亡が 2 名、自殺による死亡は 3 名

であった。全期間で医療観察法再入院とな

ったものはいなかった。  

リスクに影響する因子として、アルコー

ルおよび薬物の問題使用、金銭管理の問題

や支援について調査した。全期間で薬物の

問題使用はなかった。アルコールの有害な

使用および依存状態は、全期間で 6 件 4 名

に認め、その 4 名中 F1 と診断されていた

のは 1 名であった。金銭管理の支援は、処

遇終了後に減少する傾向は目立たず一定の

割合を維持した。  

 

Ｄ．考察  

1．一次調査  

 平成 29 年に実施した同様の実態調査と

比較すると、指定通院医療機関数は 563 か

ら 664 に増えており、毎年 25 機関程度が

増えていることがわかる。  

令和 2 年度の本分担研究班では、通院処

遇で対応が難しい対象者を明らかにするこ

とを目指した。19 機関より、通院処遇が３

年を超えた対象者がいると回答を得た。通

院処遇が 3 年を超えた理由として、病状が

安定しない、精神保健福祉法上の入院をく

り返すが最も多く、その他各種暴力、医療

の不遵守、アルコール・薬物問題、金銭管

理、生活能力低下は数例ずつであった。こ

のことより、通院処遇が 3 年を超える理由

は病状の不安定さが残存しているため精神

保健福祉法入院をくり返すパターンが最も

多いと考えられた。  

対応が難しい通院処遇対象者がいると

120 機関（ 47%）が回答した。その理由とし

て、病状が安定しない、精神保健福祉法上

の入院をくり返すが最も多い点は、通院処

遇が 3 年を超えた群と同じ傾向であった。

しかし、生活能力低下、金銭管理、医療の

不遵守、家族の非協力、各種暴力行為、自

傷・自殺企図、アルコール・薬物問題の割

合は通院処遇が 3 年を超えた群より高くな
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っていた。このことより通院処遇で対応が

難しい例は、病状が安定せず、精神保健福

祉法入院をくり返すことに加え、生活面、

家族関係、医療不遵守、各種暴力、アルコ

ール・薬物問題、自傷・自殺企図など様々

な問題行動を認めていることがわかった。  

通院処遇の効果を高めるには、病状の改

善と安定が最も重要だが、それに加え生活

に関する様々な支援を提供する必要がある

と考える。  

 

2．二次調査  

 二次調査で回収できた調査票は 143 例で

あった。通院処遇対象者は毎年約 650 名で

推移しており、今回二次調査で収集できた

サンプルは、通院処遇対象者の 22%程度と

考えられる。  

 通院処遇が 3 年を超えた例は 8 例集積で

きた。主診断は 88%が F2 であり、再他害行

為や自殺・自殺企図を認めた例はなく、問

題行動も 3 例だけに認めていた。 6 例に精

神保健福祉法入院を認め、通院処遇が終了

した 5 例中 4 例は精神保健福祉法の通院に

移行していた。精神保健福祉法の入院割合

は高いが、再他害行為や自殺・自殺企図例

はなく、問題行動も 38%であり、本調査で

は通院処遇が 3 年を超えた理由を特定する

ことは困難であった。  

 問題行動を認めた事例は 13 例集積でき

た。主診断は F2 以外の割合が増え、副診断

を 54%に認めた。通院処遇延長は 1 例だけ

であり、再他害行為は認めなかったが、自

殺・自殺企図は 23%に認めた。全例に問題

行動を認め、様々な暴力、医療の不遵守、

性的逸脱行為が多かった。精神保健福祉法

入院は 69%に認めた。このことより、問題

行動を認めた事例は副診断、精神保健福祉

法入院の割合が高く、様々な暴力、医療の

不遵守、性的逸脱行為、自殺・自殺企図を

認める割合も高いことがわかった。一次調

査の結果も加えると、通院処遇で対応が難

しい対象者は病状が安定せず入院をくり返

し、生活上の様々な問題行動を認める例で

あると考えられた。  

 自殺・自殺企図事例は 5 例集積でき、うち

1 例は自殺既遂であった。問題行動を 60%に

認め、精神保健福祉法入院割合も 60%と高

いことより、自殺・自殺企図例は対応が難

しい群であると考えられた。  

 通院処遇が 3 年を超えた群、問題行動を

認めた群、自殺･自殺企図群は、対応が難し

い群に当たると考えられたため、それを問

題行動等群とし、直接通院群、その他（い

ずれにも属さない）群の 3 群に分け、各群

の共通評価項目点数についてカイ二乗検定

を行い解析した。問題行動等群は、疾病治

療、セルフコントロール、治療影響要因、

退院地環境要因の 4 カテゴリーにおいて、

1 点と 2 点が多く、 0 点が少ない傾向を認

めた。その他の群は 4 カテゴリーで 0 点が

多く、2 点が少ない傾向を認めた。直接通

院群は有意な傾向は認めなかった。このこ

とより、問題行動群は病状の不安定さだけ

でなく、アドヒアランス、生活能力、衝動

性、ストレス、物質乱用、反社会性、性的

逸脱行動、治療の継続性などの治療や生活

の維持が困難となる様々な問題が背景にあ

ると考えられた。また、個人的支援、コミ

ュニティ要因、現実的計画は有意な傾向は

認めなかった。これらは環境要因に強く影

響される評価項目であることから考えると、

問題行動群は環境要因より、個人に起因す

る要因により強く影響を受けていると考え

られた。  

 

3．処遇終了者の予後調査研究  

1）転帰および問題行動  

 全期間において重大な他害行為の発生お
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よび再入院はなかった。指定入院医療機関

退院後の通院処遇中の予後調査では、重大

な再他害行為の累積発生率が 3 年で 1.8%と

低い数値であると報告されているが、処遇

終了後 5 年間の本調査でも、重大な再他害

行為の発生は低く抑えられていると考えら

れた。問題行動のあった対象者については

その他の問題行動を除いた 20 名について、

表 15 にそれぞれの経過を示した。  

自殺既遂・未遂があった 5 名（表 15 の

2、3、7、14、16）は、それぞれ服薬不遵守

や自傷、アルコールの有害使用などの問題

行動が先立っており、病状の変化が影響し

ていると考えられた。また自殺既遂 3 名の

うち 2 名は直接通院者であった。安藤は直

接通院者が移行通院者より自殺に関連した

問題行動をとる割合が有意に高いと指摘さ

れており、本調査でも直接通院者と自殺の

関連が示唆された。  

通院および服薬不遵守などの医療不遵守

について、処遇中早期より認めた群（表 15

の 2、3、5、6）は自殺既遂に至る、入院が

長期化するなど転帰が悪い群であった。   

要介護認定や飲酒など一定の要因が関連

している対象者（表 15 の 10、11、19、20）

は処遇終了後も引き続き、課題解決に取り

組まれた結果、処遇終了後に良好な経過を

たどるものも少なくなかった。医療不遵守

が処遇終了に関連して認められた群や処遇

終了一定期間経過後に生じた群（表 15 の 7、

8、9、12、 13）では、支援の変化が影響し

ていると考えられた。  

安藤によれば対象行為が強制性交等・強

制わいせつの場合、通院処遇中の性的な暴

力の発生が有意に多いとされたが、本調査

では全期間中、性的逸脱行動を認めた 3 名

（表 15 の 1、3、6）のうち、1 名のみ対象

行為が強制わいせつであった。 3 名中 1 名

は処遇中に自殺既遂、他 2 名は処遇中から

処遇終了後長期にわたり入院が継続してい

たことから、性的逸脱行動の問題解決は困

難であり、その後の転帰に大きく影響を与

える要因であると考えられた。  

処遇終了時の転帰が「精神保健福祉法の

入院」であった 9 名は、その入院が短期間

であった 1 例ないし死亡した 2 名を除いた

6 名すべて（表 15 の 1、5、6、7、15、16）

が処遇終了後も長期入院および頻回入院が

続くなど転帰が悪い群であった。一方で、

そのうち 2 名は（表 15 の 15、16）は処遇

終了後の支援により地域生活に移行するこ

とができており、困難な事例に対する支援

の好実践例と思われた。  

問題飲酒を認めた 4 名中 3 名は（表 15 の

14、19、20）自傷や医療不遵守に発展した

が、それぞれ精神保健福祉法の入院を経て

問題が解決されていた。特に表 15 の 20 は

処遇中から処遇終了後数年にわたり問題が

持続したが、一般就労を機に医療不遵守や

問題飲酒が解決され、就労支援が社会参加

の拡大のみならず、リスク回避につながっ

た好実践例と思われた。  

 問題行動が入院回数と密接に関連してい

ることから、処遇中と同様、問題行動に対

して入院による危機回避が処遇終了後も行

われていると考えられた。同一の対象者が

問題行動を繰り返す、もしくは同時期に複

数の問題行動を認める傾向があり、処遇終

了後も頻回入院、もしくは長期入院を認め

る対象者や、CLZ や LAI が導入されている

対象者では、医療機関の多職種による丁寧

な個別的アセスメントを継続するなど、処

遇終了後も手厚い支援の継続が必要である

と考えられた。  

 

2）処遇終了後の支援・生活状況  

処遇終了後は、通院の頻度や訪問看護、

デイケアの利用、ケア会議の開催やモニタ
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リングシートの活用は減少していたが、ク

ライシスプランの利用や金銭管理の支援、

就労支援サービスの利用、一般就労への従

事は減少することはなかった。ケア会議（そ

れに準ずる会議含む）の開催や通所・就労、

訪問看護などの支援はお互い相関があり、

多職種・多機関の連携や訪問看護により就

労や通所などの社会参加を促進させると考

えられたが、それらの支援は問題行動との

直接の関連はなかった。  

社会復帰調整官のコーディネーターとし

ての役割を処遇終了後に主に引き継いでい

るのは指定通院医療機関であることから、

処遇終了後の医療・ケアの状況は医療機関

が軸となり、危機回避を目的とした入院、

クライシスプランを活用した多職種・多機

関連携が処遇終了後も継ぎ目なく行われて

いる一方で、リスクマネジメントから、金

銭管理や物質使用などの生活支援や就労支

援を主とした地域定着支援に支援が変化し

ていると考えられた。ただ、実際に処遇終

了後の重大な事象の発生は低く、処遇終了

後に継続される金銭管理・物質使用などの

生活支援や就労支援が、直接的ではないが

リスクを低減する可能性が考えられた。  

 

4．対象調査数及び回収数  

1）通院処遇の実態調査研究  

法務省犯罪白書より、過去 5 年間の精神

保健観察は、毎年 650 件程度で推移してい

る。これらを参考にすると今回二次調査で

収集できたサンプルは、通院処遇対象者の

22%程度と考えられる。回収率は一次調査で

は 64%であったが、二次調査では 22%程度に

低下した。どちらも紙媒体でのアンケート

調査であったが、回収率に大きな差が生じ

た要因として、調査方法、調査項目数の違

い、被験者へのインフォームドコンセント

（以下、IC）の要否、各指定通院医療機関

での倫理審査の有無などが考えられる。ま

た、一次調査において、 258 機関中 120 機

関（47%）は対応が難しいケースがあると回

答したが、二次調査では問題行動等の群は

18%しか認めなかった。このことから二次調

査では、対応が難しい例の同意取得ができ

ずないため除外されており、サンプルに偏

りがある可能性がある。  

今後は二次調査の回収率の上昇が課題と

なる。そのために、研究協力者と被験者双

方に負担にならない IC の工夫、倫理審査の

軽減、研究協力者のアンケート回答の負担

軽減が必要であり、また本分担研究班の調

査対象範囲や内容を絞り込むなどの検討も

必要と考える。  

 

2）処遇終了者の予後調査研究  

今回の調査では沖縄県から 67 名、島根県

から 15 名の調査回答が得られた。法務省保

護統計発表によれば、令和元年末時点で、

通院処遇をすでに終了した対象者は、沖縄

県で 69 名、島根県では 15 名であり、本調

査は処遇終了者のうち沖縄県で 97.1%、島

根県で 100%を調査していると推定され、高

い回収率であった。  

 

Ｅ．結論  

 通院処遇の実態調査研究は、一次調査で

47%の指定通院医療機関が対応が難しいケ

ースがいると回答しており、その割合は高

かった。二次調査の結果も含めると、対応

が難しい例は、通院処遇が 3 年を超える

群、問題行動を認める群、自殺・自殺企図

群であると考えられた。また、対応が難し

い群は環境要因より個人に起因する要因の

影響をより強く受けていると考えられた。

今後は、対応が難しい群の詳細な分析、対

応方法について検討を進める必要がある。

また、回収率を上げるために、調査方法、
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調査内容、研究協力施設の再検討や絞り込

みが必要と考える。  

 処遇終了者の予後調査研究は、沖縄県、

島根県の 82 例を対象とし処遇終了後最長 5

年間追跡し、高い回収率であった。処遇終

了後は時間経過とともに通院頻度、訪問看

護、デイケア、ケア会議は減少していたが、

就労支援サービス、一般就労の割合は増加

していた。処遇終了後は、指定通院医療機

関の精神保健福祉士が主となりコーディネ

ートを引き継いでいた。全ての問題行動を

合わせると全期間で 78 件 29 名、処遇中 40

件 22 名、処遇後 38 件 19 名であり、問題行

動の発生については処遇終了前後で、有意

な変化はなかった。再他害行為、再入院例

は認めなかった。処遇終了後の医療・ケア

は医療機関が軸となり、危機回避を目的と

した入院、クライシスプランを活用した多

職種・多機関連携が処遇終了後も継ぎ目な

く行われている一方で、リスクマネジメン

トから、金銭管理や物質使用などの生活支

援や就労支援を主とした地域定着支援に支

援が変化していると考えられた。処遇終了

後に継続される生活支援や就労支援が、直

接的ではないがリスクを低減する可能性が

考えられた。  

 

Ｆ．健康危険情報  

 なし  

 

Ｇ．研究発表  

1．論文発表   

なし  

 

2．学会発表  

1) 前上里泰史 ,大鶴卓 ,久保彩子 ,高尾碧 ,

知花浩也 : 指定通院医療の実態を把握

するための体制構築に関する研究 . 第

16 回日本司法精神医学会大会 , Web 開

催, 会期 2020.11.12-11.13 

2) 久保彩子, 木田直也 , 三原一雄, 高江

洲慶, 大鶴卓, 近藤毅 : 医療観察法

医療における Clozapine 治療－治療反

応予測と重複障害に対する治療反応に

ついて－ . 第 16 回日本司法精神医学

会大会, Web 開催, 会期 2020.11.12-

11.13 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況  

1. 特許取得  

なし  

 

2. 実用新案登録  

なし  

 

3. その他  

なし  
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